
工事検査結果における指名見合せ取扱内規  

（趣旨）  

第１条 この内規は、総務課が実施する工事の検査の結果（以下「検査結

果」という。）に基づく指名見合せについて必要な事項を定めるものとす

る。  

（指名見合せ）  

第２条 検査結果の評定点が次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、そ

れぞれ同表の中欄に定める点数に該当する工事を施工した業者について

は、指名審査会（以下「審査会」という。）の決定を経て、指名同表の右

欄に定める回数を見合わせることができる。  

工事の種類  評定点  指名見合せの回数  

土
木
工
事 

５５点以上６５点未満  審査会１回  

４０点以上５５点未満  審査会 2 回  

４０点未満  審査会 3 回  

建
築
工
事 

５５点以上６５点未満  審査会１回  

４０点以上５５点未満  審査会２回  

４０点未満  審査会３回  

そ
の
他
工
事 

５５点未満  審査会 1 回  

２ 検査結果により指名見合せの対象となる工事があったときは、速やか

に総務課長から審査会に報告するものとする。  

３ 一の業者において第１項の表の左欄に掲げる工事の種類ごとに複数の

指名見合せの対象となる工事があったときは、評定点の最も低い工事を

指名見合せの対象とする。  

第３条 前条の指名見合せは、当該指名見合せの原因となった工事の種類

のみを対象とし、検査結果の報告のあった次の審査会から実施する。  

第４条 この内規による指名見合せについては、小牧市建設工事等請負業

者指名停止措置要領（平成 11 年 4 月 1 日制定）の指名見合せの規定は

適用しない。  

 （雑則）  



第５条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は審査会において定め

る。  

附 則  

この内規は、平成９年８月１日から施行する。  

附 則  

この内規は、平成１１年４月１日から施行する。  

附 則  

この内規は、平成１２年４月１日から施行する。  

附 則  

この内規は、平成１６年１１月８日から施行する。  

  附 則  

１ この内規は、平成２３年１０月１日から施行する。  

２ 改正後の工事検査結果における指名見合せ取扱内規の規定は、平成

２３年１０月１日以後に検査した工事に係る指名見合せについて適用

し、同日前に検査した工事に係る指名見合せについては、なお従前の

例による。  

附 則  

この内規は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則  

この内規は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 


